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問合せ先、支援申請書等の提出先 

 

組 織 名 

（事務局） 
「京都市デジタル化推進プロジェクト」運営事務局 

所 在 地 

 

〒600-8006 

京都市下京区四条通柳馬場西入 

ニッセイ四条柳馬場ビル２階（日本旅行京都四条支店内） 

  

連 絡 先 

E - m a i l：digital_kyoto2026@nta.co.jp 

電 話：０７５－７４６－６８６８ 

担 当：「京都市デジタル化推進プロジェクト」運営事務局 

※電話での問い合わせは、平日９時～１２時、１３時～１７時 
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１ 事業の趣旨 

デジタル技術を活用し、持続可能な経営に向けた業務効率化や生産性向上のためデ

ジタル化に取り組む京都市内の中小事業者等を対象に、ＩＴの専門家による経営課題、

業務課題の分析、課題解決に向けたデジタル化計画の検討・ブラッシュアップからシス

テム導入までの一連の事業を支援します。支援区分は以下の２枠を設けています。 

 

⑴  デジタル導入枠 

主な対象者：ＩＴツールを活用できていない、デジタル化初期段階の中小企業等を

主な対象者として、ＩＴツールの導入による業務効率の向上に向けた

支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵  デジタル展開枠 

主な対象者： ＩＴツールの導入等により、既にデジタル化に取り組んでいる中小

企業等を主な対象者として、更なるデジタル化の推進に向けた取組に

対して支援を実施します。 

       なお、過去に京都市のデジタル化推進に関する補助金の交付を受け

た事業者について、一定数採択します（「2 対象者」をご確認くださ

い）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象事例】 

・ペーパーレス化や自動化により、人件費や事務処理コストを削減したい。 

・手作業で行っていた業務を自動化することで、人材の負担を軽減し、業務

効率を大幅に向上させたい。 

・ＰＯＳレジ、会計ソフトの導入、紙資料をスキャンしてペーパーレス化等 

 

＜注意事項＞ 

・支援枠により審査基準が異なります。 

・デジタル導入枠については、「デジタル化初期段階の事業者」が主たる支援対

象者、デジタル展開枠については、「ＩＴツールの導入等により、既にデジタ

ル化に取り組んでいる事業者」が主たる支援対象者となります。申請にあたっ

ては、Ｐ１２＜審査基準＞を参照のうえ申請してください。 

・ＥＣサイトやＨＰの開設等の販路拡大に関する事業を実施する場合、定量的か

つ明確な目標設定（売上や閲覧件数の増加など）がない場合は、不採択となる

可能性がありますので、しっかりと記載してください。 

【対象事例】 

・データ分析やシミュレーションを導入することで、より精度の高い意思決

定を可能にし、生産性を向上させたい。 

・オンラインサービスやアプリの導入により、顧客との接点を増やし、利便

性を向上させたい。 

・デジタル技術の導入によって、組織のコミュニケーションや意思決定プロ

セスを改革し、より柔軟で効率的な組織体制を構築したい。 

・基幹システムの導入や、ＥＣサイト構築による販路拡大、ＲＰＡによる定

型業務の自動化等 
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２ 対象者 

本事業の対象者は、次の⑴、⑵のいずれ
･ ･ ･

か
･
に
･
該当
･ ･

する中小企業等とします。 

⑴ 京都市内に主たる事業所又は事業拠点を有する中小企業等 

⑵ 主たる事務所を京都市内に設けている中小企業等で構成する団体 

※本事業における「中小企業等」とは、「京都市デジタル化推進プロジェクト実施要

綱（以下「要綱」という。）」の別表１に掲げる者とします。 

なお、次の⑴～⑼のいずれかに該当する中小企業は、本事業の対象外となります。 

⑴  令和８年２月２４日現在において、開業又は設立後１年未満の者 

⑵  次のいずれかに該当する中小企業者（みなし大企業） 

  ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業（中

小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。）が所有し

ている中小企業等 

  イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有して

いる中小企業等 

  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占め

ている中小企業等 

 ⑶ 国又は地方公共団体から出資等を受けている者 

 ⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者

（ただし、同法第２条第６項第４号に規定するものを営む者を除く。） 

 ⑸ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

 ⑹ 市町村税を滞納している者 

 ⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に該当するす

る暴力団員等又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

 ⑻ 要綱の別表２に掲げる採択の決定を受けた者（ただし補助金の交付を受けて

いない者は除く。） 

 ⑼ 前各号に規定するもののほか、当財団理事長が不適当であると認める者 

＜過去に補助金の交付を受けて、申請可能な事業者（〇は申請可）＞ 

補助金事業名 導入枠 展開枠 

①令和２年度京都市予算「中小企業等ＩＴ利活用支援事業」 × 〇 

②令和３～５年度京都市予算「中小企業デジタル化推進事業」 × 〇 

③令和６年度京都市予算「中小企業デジタル化・ＤＸ推進事業」デジタル枠  × 〇 

④令和６年度京都市予算「中小企業デジタル化・ＤＸ推進事業」ＤＸ枠 × × 

⑤令和７年度京都市予算「デジタル化推進プロジェクト」導入枠 × 〇 

⑥令和７年度京都市予算「デジタル化推進プロジェクト」展開枠 × × 

⑦令和７年度京都市予算「ＤＸモデル構築プロジェクト」補助金有り採択者  × × 

⑧令和７年度京都市予算「ＤＸモデル構築プロジェクト」補助金なし採択者  × 〇 

⑨令和７年度「グローバル展開支援中堅企業創出プロジェクト 

（京都市ＤＸによる生産性向上支援事業） 

× × 

⑩上記①～⑨に掲げる補助金の交付を受けたことがない者 〇 〇 
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３ 補助対象事業 

補助金の交付対象事業となるものは、新たにシステム・ソフトウェア等を導入し、

業務の効率化、生産性向上に寄与する取組であって、導入するシステム・設備等が、

事業終了後も継続的に活用される事業を対象とします。 

 

   ただし、以下の①～④に該当する事業は、補助対象外となりますので、ご留意くだ

さい。 

    ① 京都市以外の場所で実施する事業 

    ② テレワーク（在宅勤務）の導入及び利用促進のために行う事業 

    ③ 事業効果に継続性が欠けると認められる事業 

    ④ 当該補助対象期間外に発注・納品、及び支払いが完了した事業 

４ 支援内容 

⑴ ＩＴの専門家派遣によるデジタル化の推進に関する協議・検討 

ＩＴコーディネータ等の専門家派遣を行い、専門家が事業者と共に経営課題や業務課

題を整理し、どの部分にどのようなデジタル技術を活用するのか等、デジタル化計画に

ついて協議・検討します。 

 

⑵ ＩＴツール導入等の支援 

専門家派遣により協議・検討したＩＴツール等を導入するための経費を補助対象とし

ます。 

 

※専門家派遣と補助事業の流れは、次ページの図を参照してください。 
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②申請受理・ 

採択者の決定 

④収受  

⑥専門家からの申請意見書 

（第８号様式）等の作成・提出 

⑳入金 

⑤専門家の派遣 
※補助金交付決定後も派遣可能 

⑲補助金支払 

⑰収受 

⑮受理・審査 

⑩収受 

⑧受理・審査 

⑱請求書（第１８号様式） 

の提出 

⑯補助金交付額決定通知書 

（第１６号様式）を送付 

⑭（専門家からの導入状況報告書を添えて）

補助金実績報告書（第１３号様式又は第１４

号様式）及び添付書類の提出 

⑨補助金交付決定通知書（第９号様式）

又は補助金不交付決定通知書（第１０号

様式）を送付 

⑦（専門家からの申請意見書を添えて） 

補助金交付申請書（第６号様式又は第７

号様式）及び添付書類の提出 

⑪ＩＴ導入、運用、事業完了 

①支援申請書（第１号様式又は 

第２号様式）及び添付書類の提出 

採択者のみ 

「京都市デジタル化推進プロジェク

ト」

運営事務局 

事業者 

③審査結果通知書 

（第３号様式）を送付 

⑫専門家の派遣 

⑬専門家からの導入状況報告書 

（第１５号様式）等の作成・提出 

令和8年5月29日(金)17時まで 6月下旬 

令和8年9月11日(金)まで 

デジタル導入枠：令和8年12月25日(金)まで 

デジタル展開枠：令和9年 1月29日(金)まで 
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５ 専門家派遣回数 

各支援枠における専門家の派遣回数は、以下のとおりとします。 

支援枠 回  数 

デジタル導入枠 
１補助事業者につき、最低２回、原則最大５回まで 

デジタル展開枠 

※ 採択事業者には、少なくとも、採択後（初回）とＩＴツール導入（事業終了）後

の計２回、専門家派遣を実施します。初回は事業内容についてのヒアリングを実施

し、ＩＴツール導入（事業終了）後は、効果の検証及び今後に向けた助言を行いま

す。 

※ 専門家の初回訪問時（実地）は、必ず申請を行った事業者様のみが対応してくだ

さい。 

６ 専門家派遣期間 

専門家の派遣期間は以下のとおりとします。 

支援枠 期  間 

デジタル導入枠 令和８年１２月２５日（金）まで 

デジタル展開枠 令和９年 １月２９日（金）まで 

 

７ 補助事業及び補助対象期間  

⑴ 補助金の交付を受けるためには、専門家派遣による協議・検討終了後、補助金交付申請

書（デジタル導入枠は第６号様式、デジタル展開枠は第７号様式。）を提出し、交

付決定を受ける必要があります。 

 

⑵ 補助対象期間については、以下のとおりとします。 

支援枠 期  間 

デジタル導入枠 交付決定通知日から令和８年１２月２５日（金）まで 

デジタル展開枠 交付決定通知日から令和９年１月２９日（金）まで 

 

⑶ 交付決定の通知日より前に着手した事業は補助対象になりません。 
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８ 補助率及び補助金額 

補助率及び補助金額は、下表のとおりとします。 

 

【デジタル導入枠】 

補 助 率 補助対象経費（税抜）の５分の４以内 

補助金額 上限４０万円（千円未満切捨、税抜） 

 

【デジタル展開枠】 

補 助 率 補助対象経費（税抜）の３分の２以内 

補助金額 上限１００万円（千円未満切捨、税抜） 

 

９ 補助対象経費等 

⑴  補助対象経費 

補助の対象となるのは、「デジタル導入枠」、「デジタル展開枠」ともに以下

の経費とします。 

経費区分 内  容 

ソフトウェア購入費 

Ｐ９（参考）補助対象事業一覧に該当するソフトフェア

等の購入に要する経費（ライセンス料含む） 

その他生産性の向上に資するクラウドソフトウェア及び

パッケージソフト導入費 

システム構築費 

Ｐ９（参考）補助対象事業一覧に該当する情報システム

等の構築に係る経費、ＥＣサイトの構築に係る経費 

その他生産性の向上に資するシステム構築経費 

ハードウェア購入費 
ソフトウェア購入及びシステム構築に付随して使用する

機器等に係る経費 

導入関連経費 

ハードウェア導入に係わる工事費や、既存プラットフォ

ームを事業者独自にカスタマイズしたシステム等の指導・

研修に係る経費 

クラウドサービス 

利用料 

クラウドサービスの利用に係る経費（交付決定通知後の

補助対象期間に発生した利用料のみ） 

賃 借 料 機器リース料、レンタル料等 
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＜ハードウェア及びＰＣ・タブレット・周辺機器の購入に係る要件＞ 

ハードウェア購入費のうち、ハードウェア及びＰＣ・タブレット・周辺機器 

（キーボード・マウス・ＷＥＢカメラ・スピーカー）の購入に係る要件は、次のと

おりとします。なお、サイバーセキュリティを司るハードウェア（ＵＴＭ等）につい

ては、導入関連経費として扱います。 

【デジタル導入枠】 

内容 補助対象経費の要件 

ハードウェアの総額 ・上限なし 

ＰＣ・タブレット・ 

周辺機器の購入上限額 

・総額（税抜価格）上限１５万円まで 

※特別用途（ＣＡＤ・サーバー用等）に関するものにつ

いては上限の対象外。ただし、専門家意見書に理由の

記載が必須。 

・１個あたり税抜１万円以上の商品のみ 

＜不可となる場合の例＞ 

・ＰＣ３台（ＰＣ１：１０万円、ＰＣ２：６万円、ＰＣ３：２０万円）の合計が１５万円超。 

  →補助対象とするには、交付申請書にＰＣ１：１０万円、ＰＣ２：５万円、ＰＣ３：０円と

記載し、合計１５万円となるように調整してください。 

 

【デジタル展開枠】 

内容 補助対象経費の要件 

ハードウェアの総額 ・補助対象経費全体の３／４以内 

ＰＣ・タブレット・ 

周辺機器の購入上限額 

・補助対象経費全体の３／５以内 

・１台当たりの価格（税抜価格）上限１５万円まで 

※特別用途（ＣＡＤ・サーバー用等）に関するものにつ

いては上限の対象外。ただし、専門家意見書に理由の

記載が必須。 

・１個あたり税抜１万円以上の商品のみ 

＜不可となる場合の例＞ 

・ハードウェアの総額が補助対象経費全体の３／４以内だが、ＰＣ・タブレット・周辺機器の購

入上限額が補助対象経費全体の３／５を超えている場合（ソフトウェア購入費２５万円、ハー

ドウェア購入費７５万円のうち、ＰＣが７０万円）。 

→補助対象とするには、ＰＣを６０万円に減額調整してください。なお、単純に減額調整す

ると、補助対象経費全体が減額されるため、可能な場合は他の経費で調整してください。 

（例） 

ソフトウェア ２５万円 調整後 ソフトウェア ２５万円 

ハードウェア ５万円 ハードウェア ５万円 

ＰＣ ７０万円 ＰＣ ６０万円 

  導入関連経費 １０万円 
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（参考）補助対象事業一覧（主な事例） 

実施内容 想定される導入事例 

顧客・取引先管理 予約管理ツール、販売管理ツール、ＷＥＢ接客ツール等 

会計管理 ＰＯＳレジ、会計管理ツール、経費積算ツール等 

決済・請求 見積・請求・入金管理ツール等 

情報管理・共有 イベント管理ツール、サイバーセキュリティ対策等 

マーケティング デジタルマーケティングツール等 

人材管理・ＨＲ 労務・勤怠管理ツール等 

ぺ－パーレス・電子契約 ペーパーレスを推進するツール、電子契約ツール 

分析・自動化（ＡＩ） ＡＩ、チャットボットツール、電子決済システムの導入 

ＥＣサイト構築 ＥＣサイトの構築 

ホームページ構築 ホームページの構築 

※「テレワーク（在宅勤務）の導入」については本事業の対象外となります。 

 

⑵ 以下の経費については、補助対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 交付決定日より前に着手した事業に要した経費 

② 申請時に事業が完了しているもの、又は補助対象期間を超えて事業が完了したも

の 

③ 補助対象期間内に支払が完了していない経費 

④ 補助対象経費が他の補助事業と重複しているもの 

⑤ 目的外使用になりえるもの（本事業に必要となるＰＣ及びタブレットは除く。） 

⑥ 消耗品費 

⑦ 間接経費 

⑧ 通信費 

⑨ 積算根拠の確認ができないもの 

⑩ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係のある会社、役員を兼任し

ている会社、代表者の親族（３親等以内）又は社員が経営する会社等）、代表者の

親族との取引であるもの 

⑪ 名義が補助事業者以外の領収書、振込明細書等（立替払い等） 

⑫ 中古品 

⑬ 公租公課（消費税） 

 

⑭ 上記各号のほか、社会通念上、補助が適当でないと当財団が判断したもの 
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（参考）補助対象外経費の主な事例 

  

消耗品 

USBメモリー、SDカード、バッテリー、タブレットケース、プ

リンターのトナーやインクカートリッジ、コピー用紙、一般

的な文房具、清掃用品等) 

間接経費 

間接経費(消費税、振込手数料、収入印紙代、事務手数料

等)、人件費、旅費、広告宣伝費、光熱水費、物品購入に係る

送料 

通信費 
携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線・プ

ロバイダー料金等) 

ハードウェア HP・ＥＣサイト等のコンテンツ作成目的のカメラ、中古品 

その他 

スマートフォン等のスタンド（ただし、デジタルホワイトボ

ードなどのスタンドを設置しないと機能を活用できないもの

は対象）従来の汎用的なソフトウェアやハードウェアに関す

る指導、研修費保守サポート費用、コンサルティング費用 

 

 

 

⑶ 条件等 

①  補助対象経費の支払方法 

 補助対象経費の支払い方法は、銀行振込、現金払い、クレジットカード払いのみ

とします。以下に掲げる支払方法等は認められません。 

・ １取引１０万円以上（税抜き）の現金支払いをしたもの 

・ 自社・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払及び相殺（売掛金と買

掛金の相殺等）をしたもの 

・ 電子マネーによる支払をしたもの 

・ 仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用による支払をしたもの 

② 補助対象経費の発生・支払時期 

 補助対象期間内に発生し、支払いを完了した経費が補助対象となります。 

 補助対象期間外に、契約、支払いが行われたものは補助対象とすることはできま

せん。 

※ クレジットカードでの支払いの場合、購入日ではなく支払日（引き落とし

日）が補助対象期間内に含まれる必要があります。 
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１０ 申請手続（提出書類、受付期間、提出方法） 

【各申請時における提出書類一覧】 

⑴ 京都市デジタル化推進プロジェクト支援申請書の提出時に必要な書類 

書 類 の 内 容 

京都市デジタル化推進プロジェクト支援申請書 

（デジタル導入枠は第１号様式、デジタル展開枠は第２号様式。） 

業務内容がわかるもの（定款、規則、会則、会社パンフレット等） 

法人等については直近１期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書）、個人

事業者については直近１期分の確定申告書（写し） 

法人登記事項証明書（発行後３ヵ月以内のもの）（写し）【法人のみ】 

個人事業の開業・廃業等届出書（税務署受領済の控え）（写し）【個人のみ】 

直近年度分の京都市民税、固定資産税（土地・建物のみ）及び都市計画税の市

税に関する納税証明書(発行後３ヵ月以内のもの)（写し） 

※ 令和８年１月１日時点において住所が京都市外の場合、他市町村の発行す

る納税証明書（写し） 

その他当財団理事長が必要と認めるもの 

 

⑵ 京都市デジタル化推進プロジェクト補助金交付申請書の提出時に必要な書類 

書 類 の 内 容 

京都市デジタル化推進プロジェクト補助金交付申請書 

（デジタル導入枠は第６号様式、デジタル展開枠は第７号様式。） 

専門家からの申請意見書（第８号様式） 

専門家が作成する、取組内容の全容がわかる構成図等 

見積書等、経費のわかる書類 

補助金振込先となる口座情報がわかる書類 

その他当財団理事長が必要と認めるもの 

※ 「 京 都 市 民 税 に 関 す る 納 税 証 明 書 」 に つ い て は 、 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ

（https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000151609.html）をご参照いただ

くか、事業所が所在する行政区の区役所・支所の市民窓口課、出張所にお問合せ

ください。 

※提出書類に関しての使用言語は日本語のみとします。 

 

【提出書類に関しての留意事項】 

 ⑴ 申請等の様式は、下記ホームページからダウンロードできます。 

     ＨＰアドレス https://kyoto-digital-2026.com 

   ⑵ 提出書類の取扱 

     提出書類は返却いたしませんので、控えを取り、大切に保管してください。 
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   ⑶ 令和８年５月２５日から５月２９日の間に提出後、不備書類が確認された場合、

事務局が連絡を行った日から起算して５営業日以内に不備書類を提出してください。

提出されない場合は、やむを得ない事情を除き不受理の扱いとします。 

 

 京都市デジタル化推進プロジェクト支援申請書の受付期間・提出方法  

※ 申請は、ＷＥＢ申請を原則とします。ＷＥＢ申請がどうしても難しい場合に限り、  

郵送またはメールでの申請も受け付けます。 

受付 

期間 

令和８年２月２４日（火）〜令和８年５月２９日（金） 

《当日１７時必着》 ※１事業者につき１回限りの申請とします。 

※ＷＥＢ申請、郵送申請ともに、受付最終日１７時以降は、申請書を受

理しません。 

提出

方法 

ＷＥＢ 

申請 

・ ＷＥＢから申込みをされる方は、申請時に表示される「個人情報の

取扱いについて」を一読いただき、同意のうえで申請してください。 

・ 必要事項を入力後、必要書類一式をアップロードしてください。 

・ 法人登記事項証明書、納税証明書の提出については、スキャンデー

タだけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で

もご提出いただけます。その際は、細かな文字が読み取れる解像度の

写真データの添付をお願いします。 

・ 事務局から受付番号を記載した受領済メールを送りますので、１営

業日以内に事務局からの返信メールが届かない場合は、事務局までメ

ール又は電話でご連絡ください。 

・ アップロードできるデータ容量は１申請において合計４０ＭＢ以内

（ファイル形式：ＰＤＦ、ＰＰＴ、ＪＰＥＧ）です。 

※ なお、原本の提出を求める場合がありますので、提出資料一式を保

管してください。 

郵送 

申請 

・ 必要書類を一般書留又は簡易書留により、以下の申請書郵送先へ提

出してください。 

・ ホッチキス留めはしないでください。 

メール 

申請 

・ 必要書類をメールに添付し、以下のメール送付先へ提出してください。  

・ 法人登記事項証明書、納税証明書、住民票の提出については、スキャンデ

ータだけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でもご

提出いただけます。その際は、細かな文字が読み取れる解像度の写真データ

の添付をお願いします。 

・ 事務局から受付番号を記載した受領済メールを送りますので、事務局から

の返信メールが届かない場合は、事務局までメール又は電話でご連絡くださ

い。  

※ 原本の提出を求める場合がありますので、提出資料を保管してください。  

提出 

先 

ＷＥＢ 

申請 

 

以下のリンクから申請してください。 

 https://kyoto-digital-2026.com 
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郵送 

申請 

〒600-8006 

京都市下京区四条通柳馬場西入 

ニッセイ四条柳馬場ビル２階（日本旅行京都四条支店内） 

  京都市デジタル化推進プロジェクト運営事務局 宛 

メール 

申請 

京都市デジタル化推進プロジェクト運営事務局 宛  

メール：digital_kyoto2026@nta.co.jp 
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１１ 審査及び結果の通知 

⑴  京都市デジタル化推進プロジェクト支援申請書について 

     京都市デジタル化推進プロジェクト支援申請書（第１号様式又は第２号様式）の

内容を審査の上、採択、不採択又は次点候補者を決定し、各対象者あてに文書によ

り、審査結果を通知します。 

採択となった補助事業者は、派遣された専門家と共に、どのようにデジタル化を推

進するのか協議・検討いただいたうえで、改めて補助金交付申請書（第６号様式又は

第７号様式）をご提出いただく必要があります。 

採択後、支援申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに京都市デジタル

化推進プロジェクト支援決定変更届出書（第５号様式）により、事務局まで届出して

ください。 

 

⑵  審査基準 

提出された支援申請書類をもとに、主に以下の観点から審査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  補助金交付申請書について 

＜参考：審査基準＞ 

デジタル導入枠 

主な審査基準 審査内容 

デジタル化の状況 主な支援対象者に該当しているか。（※Ｐ２参照） 

現状と課題 自社のデジタル化に係る現状及び課題が明確であるか。 

事業効果 
自社の課題解決に向けて効果及び継続性の高い取組内容

となっているか。 

意欲・必要性 
デジタル化の必要性を理解し、意欲をもって取りくもう

としているか 

モデル性 
デジタル化初期段階の事業者へのモデル事例となるな

ど、波及効果が高い取組であるか 

 

デジタル展開枠 

主な審査基準 審査内容 

デジタル化の状況 主な支援対象者に該当しているか。（※Ｐ２参照） 

現状と課題 自社のデジタル化に係る現状及び課題が明確であるか。 

事業効果 
自社の課題解決に向けて効果及び継続性の高い取組内容

となっているか。 

モデル性 
デジタル化を推進する他の事業者へのモデル事例となる

など、波及効果が高い取組であるか 

計画性 今後のデジタル化の方針が明確であるか。 
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      京都市デジタル化推進プロジェクト補助金交付申請書（デジタル導入枠は第６

号様式、デジタル展開枠は第７号様式。）の内容を審査し、補助金交付の可否を

決定したのちに、各補助事業者あてに文書(京都市デジタル化推進プロジェクト補

助金交付決定通知書(第９号様式)、又は京都市デジタル化推進プロジェクト補助

金不交付決定通知書(第１０号様式))により、結果を通知します。 

     補助金交付申請にあたっては、次のことをあらかじめご承知おきください。 

      ア 補助金の交付決定にあたって、必要に応じて条件を付す場合があります。 

      イ 交付決定額は補助金額の上限を示すものであり、実際の補助金額（交付確

定額）は事業完了後、補助金額の確定時に、交付決定額から減額される場

合があります。 

      ウ 事務局は、審査結果通知後及び補助金交付決定通知後に、申請件数、採択

件数、補助事業者名、事業名、事業期間及び事業概要等を、ホームページ等

において公表することがあります。 

      エ 補助金交付申請書にベンダー企業選定理由を記載してください。さらに

ベンダー企業からの再委託を行う場合もその理由を記載してください。 

      オ ＨＰ・ＥＣサイト・ＬＰについて、見積り額が５０万円を超えるものは、

構築内容と申請金額の妥当性を担当専門家以外の専門家により審査します。 

 

１２ 補助金交付決定後の責務等（取得財産の取扱、計画の変更、計画の中止・廃止） 

 取得財産の取扱  

   ⑴ 本事業により取得した機械装置等の所有権は、補助事業者に帰属するものとします。 

   ⑵ 本事業により取得し、又は効用の増加した機械装置等（以下「取得財産等」という。）

については、補助事業の完了後においても、取得財産管理台帳を備え、善良な管理者

の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければ

なりません。また、事業終了後も一定の期間は処分（売却、廃棄等）できません。 

 計画の変更・中止・廃止  

交付決定を受けた本事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）や中止又は廃止を

しようとする場合は、京都市デジタル化推進プロジェクト補助金変更等(変更・中

止・廃止)承認申請書（第１１号様式）を提出し、当財団の承認を受けてください。 
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１３ 事業完了及び補助金の支払（実績報告書の提出・補助金の支払） 

 実績報告書の提出  

⑴  事業完了後、以下に定める期日までに京都市デジタル化推進プロジェクト実績報

告書（デジタル導入枠は第１３号様式、デジタル展開枠は第１４号様式。）を事務

局にご提出ください。（郵送又はＷＥＢによるご提出をお願いします。） 

支援枠 内  容 

デジタル導入枠 
事業完了日から起算して１４日を経過した日、又は令和８年１２月２５日

のいずれか早い日 

デジタル展開枠 
事業完了日から起算して１４日を経過した日、又は令和９年１月２９日の

いずれか早い日 

   

 ⑵ 実績報告書には、次の書類が必要です。 

提出が必要な書類 

京都市デジタル化推進プロジェクト補助金実績報告書（第１３号様式又は第１４号様式） 

専門家からの導入状況報告書（第１５号様式） 

事業を着手したことが確認できる書類（発注書および発注請書、または契約書等）の写し 

経費の支払いを確認できる書類（明細のわかる請求書、領収書、振込書（※）等）の写し 

事業の実施内容及び成果物を確認できる書類、写真等 

その他当財団理事長が必要と認めるもの 

※ インターネットバンキングを利用する場合は、①ＷＥＢ取引画面のコピー②当該

取引が完了したことが分かる入出金明細書（口座情報がわかるものを含む。）又は、

通帳の見開き及び当該経費の出金されたことがわかるページのコピーが必要です。 

 

＜注意事項＞ 

  ① 書類の提出がない場合は、当該経費については補助対象外となりますので、書類の

整備・保管は必ず行ってください。 

  ② 領収書等の日付や、クレジットカード利用の場合の口座引き落とし日について、

デジタル導入枠にあっては「令和８年１２月２５日」まで、デジタル展開枠にあっ

ては「令和９年１月２９日」までとしてください。翌日以降の日付となると、対象

外になりますのでご注意ください。 

  ③ 補助対象経費等についてはＰ７及びＰ８をご確認ください。 

  ④ 実績報告書及び添付書類に不備があった場合、当財団が指示する日までに当該不

備が是正されないときは、当該経費は補助対象外となります。 

  ⑤ ＨＰ・ＥＣサイト・ＬＰについて、実績報告額が５０万円を超えるものは、構築

内容と報告額の妥当性を確認します。妥当と判断されない場合は、当該対象経費に

ついて不交付となる場合があります。 
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 完了検査及び補助金の支払  

⑴  実績報告書の提出にあたっては、提出前に専門家が事業実施場所等を赴き、事業

実績の確認及び今後に向けた助言等を行います。 

⑵   実績報告書の提出後、本事業の事務局が事業実施場所に赴くなどし、事業内容の

検査を行う場合があります。 

⑶   事業内容が交付決定通知及び交付条件（補助金交付申請時の事業計画）に適合し

ていると判断したものについて、交付すべき補助金の額を確定します。（交付決定

額から減額される場合があります。） 

⑷   補助金は、原則、事業完了後の補助金額確定後に支払います。ただし、成果物が

確認できる状態である既払いの経費に限り、概算払請求書（第１７号様式）を提出

することで、交付決定金額の半額分を上限として交付を受けられます。 

⑸   補助金の支払先は、日本国内に本店又は支店のある金融機関の本事業補助事業者

名義の口座のみとします。 

１４ 不正行為について 

   不正行為と判断した場合、交付決定取消、補助金の返還請求を行います。また、悪

質と判断される場合、事業者名の公表、警察への通報等の措置を取ることがありま

す。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

１５ 参考 

これまで、京都市が実施してきたデジタル化補助金事業を活用した優良な事例

を紹介していますので、デジタル化計画策定の参考にしてください。 

 

＜リンク先：京都市情報館 中小企業のデジタル化・ＤＸの推進＞ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000284686.html 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

・ＩＴツールを実質無償で提供する、減額する等の販売行為 

・補助対象者以外が申請手続きを代理で行う行為 

・ＩＴツールが導入されていない、役務（導入研修・コンサルティング等）が実際に遂行されて

いない行為 

・同じ内容で国や府から他の補助金や助成金を受給する行為 

・補助事業者として不適切な行為 

・循環取引行為（複数の企業が共謀して商品の売買やサービスの提供を繰り返し、あたかも本物

の取引があるかのように見せかける行為） 
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１６ 産業分類 

第１号様式・第２号様式の「業種」を記入する際の参考にしてください。 

日本標準産業分類（令和５年７月改正）における大分類一覧 

分類コード 業種（大分類） 

Ａ 農業、林業 

Ｂ 漁業 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業、郵便業 

Ｉ 卸売業、小売業 

Ｊ 金融業、保険業 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 

Ｏ 教育、学習支援業 

Ｐ 医療、福祉 

Ｑ 複合サービス事業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く 

Ｔ 分類不能の産業 

 

 

 


